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事業事前評価表（地球規模課題対応国際科学技術協力） 

 

担当部・課：地球環境部 

森林・自然環境保全第一課 

 

１．案件名                                 

国 名： パラオ共和国 

案件名： サンゴ礁島嶼系における気候変動による危機とその対策 

Project for Sustainable Management of Coral Reef and Island Ecosystems: Responding to the 

Threat of Climate Change 

２．事業の背景と必要性                          

（１）当該国における環境保全に係る現状と課題 

サンゴ礁は、地球の海洋総面積の1％未満にもかかわらず、9万3,000種以上の生物（浅海域

の生物種の35％1以上 、全海水魚類の約25％2 ）が生息しており、生物多様性が極めて高い海

域である。また、水産資源、観光・レクリエーション機会、防災・減災など、さまざまな生

態系サービスの供給源である。 

パラオ共和国（以下、「パラオ」と記す）は、地球上で最も多くの造礁サンゴ種が生息す

る「コーラル・トライアングル3」の一角であり、豊かな沿岸生態系を有し、世界有数の海洋

生物多様性を誇る。2012年には同国の200から300の島々からなるロックアイランドが世界遺

産に登録され、同国のサンゴ礁生態系保全の重要性が国際的に認識されている。 

パラオ政府は、豊かな自然環境を利用した観光開発を経済的発展の主軸として位置づけて

おり、その大部分はサンゴ礁に依存していることから、国策としてサンゴ礁生態系を保全す

ることが重要な課題となっている。しかし、近年では天然林の農地への転換、破壊的な漁法、

乱獲、バベルダオブ島4への首都移転に伴う土地開発・観光利用の増加などに加え、気候変動

による海水温上昇・海洋酸性化などの影響によってサンゴ礁生態系の健全性が損なわれるお

それが強く懸念されている。パラオでは既に、1998年と2010年にサンゴの大規模白化5が報告

されるなど負の影響が顕在化してきている。 

                                                        
1 Kimble (2002) Coral jewels 
  http://www.ourplanet.com/imgversn/142/kimble.html 
2 Spalding et al. (2001) World atlas of coral reefs, University of California Press,Berkley, 424p. 
3 パラオ、フィリピン、マレーシア（ボルネオ島）、インドネシア、パプアニューギニア、ソロモン諸島を結ぶサンゴ礁

三角地帯。 
4 バベルダオブ島はパラオ全体の 70%以上の面積をもつ同国最大の島であり、16 州のうち 10 州が位置する。米国の財政

支援による同島を一周する道路が 2007 年に開通し、MTDS 2009-2014 によれば、各州の特長を生かした観光資源開発

が計画されている。 
5 VanWoesik R, Houk P, Isechal AL, Idechong JW, Victor S & Golbuu Y （2012） Climate-change refugia in the sheltered bays of  

Palau: analogs of future reefs. Ecology and Evolution. doi: 10.1002/ece3.363 
 パラオの海水温度は年間を通じて 26℃～29℃であることから、将来、同国沿岸域の海水温度がサンゴの限界耐久温度

である 29℃を超過し、サンゴの白化現象が頻発する危険性が予想される。 
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今後、パラオが持続的に社会経済開発を推進していくためには、サンゴ礁島嶼生態系の維

持管理に係る総合対策を立案・実践する必要がある。その科学的基盤として、気候変動や観

光開発等によるサンゴ礁生態系への影響解明、自然科学系のみならず環境経済学や観光学な

ど社会科学系の専門人材の育成、住民の理解促進が急務である。 

一方、琉球大学は沖縄諸島を中心とした研究によって、開発行為に伴うローカル・スケー

ルの環境負荷に加え地球規模の温暖化・酸性化が複合して、サンゴ礁生物の健全度や生物多

様性を低下させることにより、サンゴ礁域が提供する生態系サービスを低下させ、島嶼経済

及び社会・文化に多大なる損失を与え得ることを実証してきた。また、本プロジェクトのカ

ウンターパート（C/P）機関であるパラオ国際サンゴ礁センター（PICRC）とは、大学院生や

研修員の受入れ、国際サンゴ礁イニシアティブにおける議論などを通じて活発な交流が進め

られている。 

このような背景から、パラオ政府はわが国に対し、琉球大学とPICRCを実施機関とする科学

研究の協働推進及び人材育成を通じ、サンゴ礁島嶼生態系の維持管理に向けた総合政策オプ

ションを提言することを目的として、本プロジェクトを地球規模課題対応国際科学技術協力

（SATREPS）案件として要請した。 

（２）当該国における開発政策と本事業の位置づけ 

パラオの国家開発計画（National Master Development Plan 2020）は、経済的自立及び環境と

文化の保護を目標として、2020 年までを視野に入れた長期的な開発方針を示している。また、

中期開発戦略（Medium Term Development Strategies2009-2014：Actions for Palau’s Future）がア

ジア開発銀行の支援を受けて作成されており、同計画においても、環境保全は最も優先度の

高い開発課題の 1 つと位置づけられている。 

「保護区ネットワーク（PAN）」法6（2003 年制定）は、海洋を含む保護区を各州が設定し

国が管理支援する枠組みを法制化したもので、同法に基づく全国的な保護区の指定が開始さ

れている。さらにパラオ政府は、PAN 概念のミクロネシア地域への拡大を目的とする「ミク

ロネシア・チャレンジ（MC）7」を提唱し8、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島共和国、米

領グアム、北マリアナ諸島との共同政策宣言文書が 2006 年に採択されている。 

（３）わが国及び JICA の援助方針と実績 

わが国は、第6回太平洋・島サミット（2012年5月）において、「環境・気候変動」分野を

大洋州地域に対する重点分野の1つとしている。 

また、「対パラオ共和国国別援助方針」（2012年4月）においても「サンゴ礁生態系の保全

                                                        
6 同法は 2008 年の改定で、パラオの環境を享受する外国からの訪問者に保護区維持管理費の負担を求める環境使用料

（Green Fee）を導入することとした。環境使用料は 2009 年 11 月に導入され、当初は 15 米ドルであったが、2012 年

10 月から 30 米ドルに値上げされている。 
7

 2020年までにミクロネシア地域の沿岸水域の 30％、陸地の 20％を保護区として保全することを目標とした共同政策宣

言。 
8 生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）にて採択された「愛知目標」では、「2020 年までに、少なくとも陸域及

び内陸水域の 17％、また沿岸域及び海域の 10％が、効果的、衡平に管理される」といった国際目標が掲げられている。 
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のため、環境保全への支援に重点を置く」としている。同方針別紙「事業展開計画」の協力

プログラム「自然環境保全」では、具体的にPICRCのサンゴ礁モニタリング機能強化、PAN

及びMC推進を支援し、自然環境保全を推進する」としている。 

なお、本事業のC/P機関であるPICRCは、日米コモンアジェンダ9に基づき、アジア･大洋州

におけるサンゴ礁研究の拠点として、2000年に日本の無償資金協力で建設された。その後、

PICRCの研究機能･啓発･教育機能の強化を目的とする技術協力プロジェクト｢パラオ国際サン

ゴ礁センター強化プロジェクト｣（2002年～2006年）を実施し、更に｢サンゴ礁モニタリング

能力向上プロジェクト｣（2009年～2012年）を実施してきたところである。 

本事業は、わが国の既往の協力成果を活かし、パラオの海洋・陸域生態系に気候変動が及

ぼす複合影響を科学的に評価分析することにより、サンゴ礁をはじめ島嶼生態系の保全政

策・施策に資する案件であり、わが国の援助政策の方向性と合致している。 

（４）他の援助機関の対応 

当該分野では、米国米国海洋・大気局（NOAA）が、ミクロネシア地域保全基金（Micronesia 

Conservation Trust）を通じて、住民参加型による海洋保護区（MPA）の社会経済的モニタリン

グ活動（SEM-Pacifika）を支援している。 

また、欧州連合（EU）は南太平洋大学（フィジー）を通じて、気候変動に関する教育プロ

グラム（Global Climate Change Alliance）を支援している。 

 

３．事業概要                              

（１）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本事業は、パラオ国全域において、サンゴ礁島嶼域生態系の継続的な維持管理に資する科

学的データシステムの整理、知見・課題の抽出、政策オプションの提言、人材育成、住民理

解の拡大を行うことにより、サンゴ礁島嶼生態系についての研究能力及び持続的な維持管理

能力を図り、もってサンゴ礁島嶼生態系の維持管理に係る政策の立案・実施に寄与するもの

である。 

（２）プロジェクトサイト／対象地域名 

沿岸域を中心としたパラオ国全域 

（３）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

    PICRC、パラオ・コミュニティカレッジ（PCC）の研究者、及び住民 

（４）スケジュール（協力期間） 

2013 年 4 月 1 日～2018 年 3 月 31 日（5 年間）を予定 

                                                        
9 地球環境問題、世界的な人口問題、各種の災害等の地球的規模の課題に対し日米両国が共同で対処することを目的と

して 1993 年 7 月の宮沢・クリントン首脳会談で発足。それ以来、「保健と人間開発の促進」「人類社会の安定に対す

る挑戦への対応」「地球環境の保護」及び「科学技術の進歩」の 4 つの柱の下で約 100 件の案件が実施された。 
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（５）総事業費（日本側） 

3.4 億円10 

（６）相手国側実施機関 

PICRC、PCC 

（７）投入（インプット） 

１）日本側 

・長期専門家：1 名（業務調整専門家） 

・短期専門家：3 名～4 名/年（サンゴ礁モニタリング、生態系サービス、環境計測・環境ス

トレス応答、経済評価・分析など） 

・供与機材：ディープフリーザー（-80ºC）、光学顕微鏡、遠心機、酸性化実験用装置一式、

自動栄養塩分析装置、など 

・本邦研修：合計 2 名（サンゴ礁生態系保全） 

・在外事業強化費：事業の活動費、支援機関への再委託費、など 

 

２）パラオ側 

・C/P の配置：プロジェクト・ディレクター（President, PCC）、プロジェクト・マネジャー

（CEO PICRC）、その他の C/P 

・研究諸施設：オフィススペース、実験施設、現場調査用機材、会議室、電気・水道・通信

インフラストラクチャー 

・C/P 予算の確保 

 

（８）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

１）環境社会配慮 

① カテゴリ分類 C 

② カテゴリ分類の根拠 

本事業は、『国際協力機構環境社会配慮ガイドライン』（2010 年 4 月公布）上、環境への望

ましくない影響は最小限であると判断されるため。 

 

２）ジェンダー・平等推進／平和構築・貧困削減 

ジェンダー・貧困等の配慮を要する特別の負の影響は予測されない。 

 

３）その他 

特になし 

                                                        
10 JICA 負担分のみであり、独立行政法人科学技術振興機構（JST）負担分は含まない。 
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（９）関連する援助活動 

１）わが国の援助活動 

これまで、わが国は無償資金協力による PICRC の建設（2000 年）、フェーズ 2 の技術協力

プロジェクト「国際サンゴ礁センター強化プロジェクト」（2002 年～2006 年）、「サンゴ礁モ

ニタリング能力向上プロジェクト」（2009 年～2012 年）をとおして、パラオのサンゴ礁モニ

タリング機能強化にかかる技術協力を継続して行っており、パラオ国での日本の環境保全協

力は高い評価を得ている。本事業は、今までの協力成果を活かし、パラオ国の自然環境保全

に資するのみならず、同国経済に及ぼす効果も期待されており、有効性が高いと判断される。

また、関係者の本プロジェクトに対する理解醸成も良好であり、効率的なプロジェクト運営

が期待される。 

 

２）他ドナー等の援助活動 

特になし 

 

４．協力の枠組み                              

（１）協力概要 

１）上位目標 

本プロジェクトの成果が、パラオにおけるサンゴ礁島嶼生態系の維持管理に係る政策の立

案・実施に活用される。 

指標： 

a. プロジェクトが提案した政策代案がパラオ政府の気候変動適応策の一環として採択さ

れる。 

 

２）プロジェクト目標 

パラオにおけるサンゴ礁島嶼生態系についての研究能力及び持続的な維持管理能力が強

化される。 

指標： 

a. パラオ側により、モニタリングが継続的に実施される。 

b. プロジェクトで開発されたデータ/情報ベースが、関係機関の規則に従って継続的に管

理され、公開される。 

c. 観光、経済、生態系管理に基づく持続可能なパラオ社会のための総合的な政策オプシ

ョンが、パラオ政府の気候変動適応策として提案される。 

 

３）成果及び活動 

成果1： サンゴ礁島嶼域生態系・海洋環境に関する継続的なモニタリングに必要な科学的

データシステムが整理される。 
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指標 1： 

a. 開始 1.5 年までに、各海域の総合情報データベースが HP にて運用・公開される。 

b. 開始 2 年までに、生物種リストのための基本データ管理システムが開発・公開さ

れる。 

c. 開始 2.5 年までに、サンゴ礁生物モニタリング・プロトコルが国内で配布・活用さ

れる。 

d. 開始 5 年までに、基礎生物データベース（生物種リスト）が開発・公開される。 

e. 開始 5 年までに、遺伝子データベースが開発・公開される。 

 

活動： 

1-1 海域及び陸域（沿岸域）の視覚的デジタル情報・生物情報を収集する。 

1-2 流域管理にかかわる生態学的データの収集・整理を行う。 

1-3 効率的な海洋環境（pH、塩分、濁度など）観測のための基礎情報を収集する。 

1-4 重点観測箇所にて、環境データ取得・解析及び生物相に関する情報収集をおこな

う。 

1-5 気候変動に伴う環境ストレスを分析するための実験装置をPICRC に構築・運用

する。 

1-6 基礎生物データベース（生物種リスト）の管理システムを構築する。 

1-7 基礎生物データベース（生物種リスト）及び遺伝子データベースを作成し、情報

を公開する。 

 

成果2：自然科学的・社会科学的な分析及び評価を通じ、気候変動影響下におけるサンゴ礁

島嶼生態系の持続的な維持管理に資する知見・課題が抽出される。 

 

指標 2： 

a. 開始 1.5 年までに、環境ストレス実験装置が設置・運用される。 

b. 開始 4 年までに、研究成果が日本国内・国際学会、国際誌で成果報告される（少

なくとも各活動 1 件以上）。 

 

活動： 

2-1 サンゴ礁島嶼生態系のモニタリングから得られたデータの解析及び評価を行う。 

2-2 陸域と海域のつながりに関する生態学的考察、特に物質循環過程に注目した情報

収集、分析評価を行う。 

2-3 陸域と海域を結ぶ流域環境の現状について、物質循環過程に着目した情報収集、

分析評価をおこなう。 
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2-4 生物多様性についての分析及び指標生物11の抽出をおこなう。 

2-5 サンゴ礁島嶼生態系サービスの劣化による経済的損失と、生態系保全及び自然活

用による便益に関する経済学的評価を行う。 

2-6 サンゴ礁島嶼生態系に影響を与える観光開発に対する住民の意識について、調査

のうえ評価を実施する。  
 

成果3：サンゴ礁島嶼生態系の保全及び生物多様性と生態系サービスに対する住民の理解が

広がる。 

 

 指標 3： 

a. 開始 1 年目に、プロジェクト活動に関する四半期ごとの企画展示が実施される。 

b. 開始 2.5 年までに、住民啓発を目的としたレクチャー・シリーズ及びワークショッ

プが、年 1 回以上開催される。 

 

活動： 

3-1 サンゴ礁島嶼生態系及び生態系サービスへの住民理解の向上を目的とした企画

展を実施する。 

3-2 住民を交えた議論・意見交換の場としてワークショップを開催する。 

3-3 2016 年開催の国際サンゴ礁シンポジウムでの特別セッションを開催する。 

 

成果4：サンゴ礁島嶼生態系の保全に必要な専門的技術・知見が共有され、人材が育成され

る。 

 

 指標 4： 

a. 開始 3 年までに、PICRC スタッフにより、分子生物学的実験・生理学的実験プロ

トコルが作成・公表される。 

b. プロジェクト期間内に、PICRC スタッフ作成の論文が、査読付き国際学術誌に 1

件以上受理される。 

 

活動： 

4-1 共同研究を通じ、PICRC による各州MPAデータの取得・解析、生態系モニタリ

ング、社会学的・経済学的インパクト解析などに関する能力の強化をおこなう。 

4-2 PICRC主導による、各州のMPAモニタリングに係る能力向上を目的としたワーク

ショップ開催や論文執筆などを支援する。 

4-3 パラオ・日本の学生を交えたサマースクールを PCC・PICRC を中心に実施する。 

                                                        
11 地域の環境条件の判定に用いられる生物種または群集。 
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成果5：サンゴ礁島嶼生態系の保全に資する政策提言が行われる。 

 

 指標 5： 

a. プロジェクト期間内に、サンゴ礁島嶼生態系の地域的環境ストレス基準が作成さ

れる。 

b. 開始 4 年までに、気候変動環境影響を考慮した地域的負荷についての低減策の提

案書が作成される 

c. プロジェクト期間内に、観光、経済、生態系管理に基づく持続可能なパラオ社会

のための総合的な政策オプションが、パラオ政府の気候変動適応策の一環として

作成される。 

 

活動： 

5-1 パラオにおけるサンゴ礁島嶼生態系の維持管理に関する政策（PAN など）に対し、

科学的データ・知見の提供及び提言を行う。 

5-2 活動1～4 による成果を統合し、パラオにおけるサンゴ礁島嶼生態系の保全に資

する政策オプションを作成する。 

 

４）プロジェクト実施上の留意点 

・本プロジェクトは、自然科学に加え社会科学の視点からサンゴ礁島嶼生態系を把握・分

析し、その結果を統合することによりパラオの同生態系の保全に係る政策の立案・実施

に寄与するものである。また、研究者の育成と住民の理解拡大を通じて研究能力及び保

全能力の強化を図り、パラオの同生態系管理に必要な能力の強化を図るものである。一

方、自然科学と社会科学の視点の統合については日本国内でもいまだに手法が確立され

ておらず、本プロジェクトにおける同手法の開発が期待されている。このため、プロジ

ェクト開始当初から統合手法について詳細化を図りつつ全体管理を進めるとともに、ス

テークホルダーとの対話を通じて政策オプションの方向性を認識しながらプロジェク

ト管理を進めていく事が必要である。 

・社会科学的アプローチによるサンゴ礁保全研究は、パラオにとって新規の分野であるこ

とから、人材育成を通して技術面での成果の持続性を高めていく必要がある。 

・本プロジェクトの成果がパラオ内のみではなくミクロネシア地域各国にも寄与するよう、

MC 事務局をはじめ関係組織との連携を図りつつプロジェクトを実施することが必要で

ある。 

・新規機材の導入に際しては、維持管理コストに配慮した機材選定に努めるとともに、同

管理体制を整備し、機材の有効活用を図ることが必要である。 
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（２）その他インパクト 

特になし 

５．前提条件・外部条件（リスク・コントロール）                        

（１）遅滞なく、プロジェクト関係予算が配分される。 

  C/P である PICRC の活動予算の一部は米国コンパクト12マネーから配分されているため、

同マネーの供与に変更がある場合、プロジェクト実施のために必要な予算が PICRC に配分

されなくなる可能性がある。ただし、コンパクトマネーは 2024 年までの供与が予定されて

おり、供与が止まる可能性自体は少ない。 

  

（２）C/P 人材が安定的に確保される。 

   総人口が 2 万人に満たないパラオでは、サンゴ礁保全に関し専門知識を有する人材が非常

に限られているため、自己都合等により C/P 人材が離職した場合、代替となる人材の確保に

多大な時間を要しプロジェクト目標の達成に影響を及ぼす可能性がある。このため、各研究

課題に複層的な人材配置を行うよう努めるとともに、バックアップ体制に留意した人材育成

を図る。 

 

６．評価結果                               

本事業は、パラオの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、また

計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用                

・先行案件である「サンゴ礁モニタリング能力向上プロジェクト」（2009 年～2012 年）の終

了時評価調査報告書では、PICRC 水族館部門の展示内容を改善することにより来館者の増加

を図り、同センターの財務体質を強化する必要性が指摘されている。本事業では、同支援の

一環として、最新の科学的知見を一般市民に紹介する企画展を初年度四半期ごとに実施する

計画を組み込んでいる。 

・他 SATREPS 事業である「フィリピン国統合的沿岸生態系保全・適応管理プロジェクト」（2010 

年～2015 年）では、中間レビュー評価において、社会実装の具体性が十分でないことが指

摘されてきた。本事業では、調査団及びパラオ側関係者と十分な協議を基に、具体的な社会

実装に向けた各指標を設定した。 

  

                                                        
12米国の UN 信託統治から独立する際に、米国との間で締結した自由連合盟約のこと。有効期間は 50 年間とされ、1994
年から 2009 年までの 15 年間、米国から財政支援を受ける一方で、国防と安全保障の権限を米国に委ねていた。2010
年 9 月改訂コンパクトに署名し、引き続き米国が財政支援を行うこととなっている。 
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８．今後の評価計画                           

（１）今後の評価に用いる主な指標 

  ４．（１）のとおり。 

 

（２）今後の評価計画 

事業中間時点 中間レビュー 

事業終了 6 カ月前 終了時評価 

事業終了 3 年後 事後評価 

 

以 上 
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第１章 調査の概要 

 

１－１ 調査の背景と目的 

サンゴ礁は、地球の海洋総面積の 1％未満にもかかわらず、9 万 3,000 種以上の生物（浅

海域の生物種の 35％以上13、全海水魚類の約 25％14）が生息しており、生物多様性が極めて

高い海域である。また、水産資源、観光・レクリエーション機会、防災・減災など、さま

ざまな生態系サービスの供給源である。 

パラオ共和国（以下、「パラオ」と記す）は、地球上で最も多くの造礁サンゴ種が生息す

る「コーラル・トライアングル15」の一角であり、豊かな沿岸生態系を有し、世界有数の海

洋生物多様性を誇る。2012 年には同国の 200 から 300 の島々からなるロックアイランドが

世界遺産に登録され、同国のサンゴ礁生態系保全の重要性が国際的に認識されている。 

パラオ政府は、豊かな自然環境を利用した観光開発を経済的発展の主軸として位置づけ

ており、その大部分はサンゴ礁に依存していることから、国策としてサンゴ礁生態系を保

全することが重要な課題となっている。しかし、近年では天然林の農地への転換、破壊的

な漁法、乱獲、バベルダオブ島16への首都移転に伴う土地開発・観光利用の増加などに加え、

気候変動による海水温上昇や海洋酸性化などの影響によってサンゴ礁生態系の健全性が損

なわれるおそれが強く懸念されている。パラオでは既に、1998 年と 2010 年にサンゴの大規

模白化17が報告されるなど負の影響が顕在化してきている。 

今後、パラオが持続的に社会経済開発を推進していくためには、サンゴ礁島嶼生態系の

維持管理に係る総合対策を立案・実践する必要がある。その科学的基盤として、気候変動

や観光開発等によるサンゴ礁生態系への影響解明、自然科学系のみならず環境経済学や観

光学など社会科学系の専門人材の育成、住民の理解促進が急務である。 

一方、琉球大学は沖縄諸島を中心とした研究によって、開発行為に伴うローカル・スケ

ールの環境負荷に加え地球規模の温暖化及び海洋酸性化が複合して、サンゴ礁生物の健全

度や生物多様性を低下させることにより、サンゴ礁域が提供する生態系サービスを低下さ

せ、島嶼経済及び社会・文化に多大なる損失を与え得ることを実証してきた。また、本プ

ロジェクトのカウンターパート（Counterpart：C/P）機関であるパラオ際サンゴ礁センター

（Palau International Coral Reef Center：PICRC）とは、大学院生や研修員の受入れ、国際サ

                                                        
13 Kimble (2002) Coral jewels 
  http://www.ourplanet.com/imgversn/142/kimble.html 
14 Spalding et al. (2001) World atlas of coral reefs, University of California Press,Berkley, 424p. 
15 パラオ、フィリピン、マレーシア（ボルネオ島）、インドネシア、パプアニューギニア、ソロモン諸島を結ぶサンゴ礁

三角地帯。 
16 バベルダオブ島はパラオ全体の 70%以上の面積をもつ同国最大の島であり、16 州のうち 10 州が位置する。米国の財

政支援による同島を一周する道路が 2007 年に開通し、MTDS 2009-2014 によれば、各州の特長を生かした観光資源開

発が計画されている。 
17 VanWoesik R, Houk P, Isechal AL, Idechong JW, Victor S & Golbuu Y （2012） Climate-change refugia in the sheltered bays of 

Palau: analogs of future reefs. Ecology and Evolution. doi: 10.1002/ece3.363 
 パラオの海水温度は年間を通じて 26℃～29℃であることから、将来、同国沿岸域の海水温度がサンゴの限界耐久温度

である 29℃を超過し、サンゴの白化現象が頻発する危険性が予想される。 
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ンゴ礁イニシアティブにおける議論などを通じて活発な交流が進められている。 

このような背景から、パラオ政府はわが国に対し、琉球大学と PICRC を実施機関とする

科学研究の協働推進及び人材育成を通じ、サンゴ礁島嶼生態系の維持管理に向けた総合政

策オプションを提言することを目的として、本プロジェクトを地球規模課題対応国際科学

技術協力（Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development：SATREPS）

案件として要請した。 

本詳細計画策定調査は、パラオ政府からの協力要請の背景、内容を確認のうえ、本案件

の事前評価を行うとともに、プロジェクトの計画策定に必要な情報を収集・分析し、本プ

ロジェクトの枠組みについて C/P 機関と協議議事録（Minutes of Meetings：M/M）の署名を

行うことを目的として実施した。 

 

１－２ 調査団構成 

氏名 担当 所属 

神内 圭 調査総括 JICA 地球環境部 森林・自然環境

保全第一課長 

中村 崇 研究総括 琉球大学 理学部 海洋自然科学

科 講師 

土屋 誠 研究計画 琉球大学 理学部 教授 

栗原 晴子 環境計測・環境ストレス応答 琉球大学 亜熱帯島嶼科学超域研

究推進機構 特命助教 

宮国 薫子 サンゴ礁島嶼生態系における観光

の社会的影響 

琉球大学 観光産業科学部 講師 

James Davis 
Reimer  

生物多様性解析と生物試料の保管

管理 

琉球大学 亜熱帯島嶼科学超域研

究推進機構 特命准教授 

藤田 陽子 

 

サンゴ礁島嶼生態系サービス及び

流域管理の経済評価・分析 

琉球大学 国際沖縄研究所 教授 

山本健一朗 調査企画 JICA 地球環境部 森林・自然環境

保全第一課 副調査役 

皆川 泰典 評価分析 株式会社システム科学研究所 

安岡 善文 調査協力 科学技術振興機構 地球規模課題

国際協力室 研究主幹 

高橋 昭男 調査協力 科学技術振興機構 地球規模課題

国際協力室 主任調査員 

高木 麻里 調査協力 科学技術振興機構 地球規模課題

国際協力室 調査員 

 

１－３ 調査期間 

2012 年 12 月 4 日（火）～14 日（金） 
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※評価分析団員は 2012 年 12 月 1 日（土）～17 日（月）の期間に参団。 

１－４ 主要面談者 

主な面談者は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織名 名称 職位 

PICRC Yimnang Golbuu Chief Executive Office 

Lukes Isechal Researcher 

Shirley D. Koshiba Researcher 

Palau Community Collage Patrick U. Tellei President 

 

The Nature Conservancy （TNC） Umiich Sengebau Deputy Director of 

Conservation 
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第２章 パラオの概況とニーズ 

 

２－１ パラオの社会情勢の現状18 

パラオは、人口 2 万 1,000 人を有し、約 300 の島から成る。1947 年以来マーシャル、ミ

クロネシア、北マリアナとともに、米国を施政者とする国際連合（United Nations：UN）の

太平洋信託統治領の一部を構成してきたが、1994 年の米国との自由連合協定（コンパクト）

の発効に伴い「自由連合国」として独立し、同年 UN に加盟した。政体は大統領制で、2013

年 1 月に、トミー・レメンゲサウ氏が第 9 代大統領に就任した。 

経済面では、政府歳入の約 3 割がコンパクトに基づく財政支援となっており、1994 年か

ら 2009 年までの 15 年間の財政支援が終了した。現在、2009 年から 2024 年までの 15 年

間に 2.5 億ドルの財政支援を行うとした改定コンパクトについて、米国議会の承認待ちで

ある。 

経済的特徴として挙げられるのは、公共部門の規模の大きさと輸入依存度の高さである。

独立以来、一貫してパラオ人の就業者の過半数が公共部門で雇用されており、政府の大き

な財政的負担となっている。民間セクター活性化による雇用創出が今後の大きな課題であ

る。現在の民間セクターの中心は観光業と外国援助に依存する建設業であり、製造業は零

細な食品加工業を除けば存在しない。観光に関しては、日本や韓国、台湾からの直行便を

運行しており、2011 年には観光客総数が 10 万 9,000 人に達した（うち日本人観光客数は 3

万 7,800 人）。現政権は民間セクター活性化のため外国投資の誘致に積極的で、ホテルの新

規建設などについて規制を緩和する措置を講じている。 

また、小島嶼国であるパラオは、エネルギー資源・食料・消費財を全面的に輸入に頼ら

ざるを得ず、外部の経済環境の変化に脆弱である。このため、再生可能エネルギーの積極

的な導入や農業振興など依存緩和策を検討している。 

経済・社会インフラストラクチャーに関しては、上下水道、発電設備の老朽化が目立っ

ており、援助を通じたインフラストラクチャー整備と維持管理のための人材育成が望まれ

ている。 

 

表１ パラオの概要 

面積 488km2（屋久島とほぼ同じ） 

人口 2 万 609 人（2011 年、世界銀行）州別ではコロール州（全人口の 70%）が最大 

首都 マルキョク（2006 年 10 月、コロールより遷都） 

州の数 16〔うち、10 州はバベルダオブ島内（全面積の 70%以上）〕 

GNI 1.5 億米ドル（2011 年、世界銀行） 

1 人当たり GNI 7,250 米ドル（2011 年、世界銀行） 

                                                        
18 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/kuni/11_databook/pdfs/07-11.pdf 
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経済成長率 5.8%（2011 年、世界銀行） 

物価上昇率 -0.8%（2011 年、世界銀行） 

     （出典）http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/palau/index.html 

 

２－２ パラオにおける環境保全に係る政策、わが国及び他援助機関の対応 

２－２－１ パラオにおける環境保全に係る現状と課題 

パラオは豊かなサンゴ礁生態系を有し、世界有数の生物多様性を誇るが、近年の温暖

化・海洋酸性化など全地球規模の気候変動や環境の急変により、多様な生物群が示す生

理・生態学的応答を介したサンゴ礁生態系への負の影響が強く懸念されている。 

これを受けて、近年は地域レベルでの気候変動シミュレーションやサンゴ礁・マング

ローブ等個々の生態系への影響把握・対策提言が多くの学術的機構や国際機関によりな

されている。一方、個々の生態系同士の連環を踏まえた島嶼生態系への影響解明や対策

提言については十分に行われていない。これに関し、本プロジェクト実施機関である琉

球大学は、沖縄列島周辺のサンゴ礁域を中心に行ってきた研究から、温暖化や海洋酸性

化などの地球レベルによる生態系への影響に加えて、人為的開発に伴う環境改変が複合

的にサンゴ礁生物の健全度や生物多様性を低下させることにより、サンゴ礁域が提供す

る生態系サービスを低下させ、島嶼経済及び社会・文化に多大なる損失を与え得ること

を実証してきた19。 

パラオでは、近年の気候変動の影響とみられる水温の異常上昇が認められており、1998

年と 2010 年にサンゴ礁の大規模白化が報告されている20。すでに開発の進んだコロール

州の市街地を除いた地域では比較的良好な環境・生態系が維持されていると考えられる

が、今後予想されるバベルダオブ島陸域における土地開発・観光利用の増加などに伴い21、

沖縄同様の問題が多発する可能性が高いことが考えられる。今後、パラオが持続可能な

社会・経済体制を維持していくうえで、自然科学的な観点のみではなく環境経済学や観

光学等の観点をも踏まえた総合的なサンゴ礁島嶼生態系の維持管理に係る対策を立案・

実践する必要があり、そのためには、生物学的知識のみならず環境経済学や観光学の知

識を有する人材の育成、地元主導でサンゴ礁の保全を推進する体制の確立が急務である。 

  

                                                        
19 Tsuchiya, M. and Fujita （2011） Anguish of Coral Reefs, Tokai University Press, 204pp 
20 VanWoesik R, Houk P, Isechal AL, Idechong JW, Victor S & Golbuu Y （2012） Climate-change refugia in the sheltered bays of 

Palau: analogs of future reefs. Ecology and Evolution. doi: 10.1002/ece3.363。 
21 バベルダオブ島はパラオ全体の 70%以上の面積をもつ同国最大の島であり、全 16 州のうち 10 州が位置する。1981 年

に施行した同国憲法に「10 年以内に首都遷都」することが定められていたため、2006 年 10 月にコロール州から同島

マルキョク州に遷都した。また、米国の財政支援による同島を一周する道路（コンパクト・ロード）が 2007 年によう

やく開通した。MTDS 2009-2014 によれば、コンパクト・ロードを活用した観光ツアー開発、レゾート建設、ゴルフ

場開発等、島内各州の特長を生かした観光開発を進めるとしている。こうした開発政策に対し、開発に伴う土砂の流

出と海域での堆積が産業の生態系に及ぼす影響が懸念されている（Yimnang Golbuu, Eric Wolanski and others, “Effects of 
Land-Use Change on Characteristics and Dunamics of Watershed Discharge in Babel daob, Palau, Micronesia,” Journal of 
Marine Biology, Vol2011, Article ID981273, doi:10.1155/2011/981273）。 
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２－２－２ パラオにおける環境保全に係る開発政策と本事業の位置づけ 

（1）国家開発計画 

  パラオにおける国家開発計画としては、経済開発計画（National Master Development 

Plan：NMDP）または Palau 2020 と呼称される長期計画がある。本計画は、経済的自立

及び環境と文化の保護を目標に、2020 年までを視野に入れた長期的な国家開発計画と

して、1996 年に国連開発計画（United Nations Development Programme：UNDP）と米国

の資金援助により作成されたものである。将来にわたってパラオ人の生活の質を向上

させるというビジョンを達成するため、持続可能な方法により、経済成長を実現し所

得を増大させること、パラオ文化を一層充実させ、国民意識を高め、自然環境を保護

すること等を目標としている22。 

一方、同 NMDP は全セクターをカバーしているものの政策の優先順位が示されてい

ないことから、各セクターの主要課題、目標、及びそれを達成する戦略と対策を取り

まとめた中期開発戦略（Medium Term Development Strategies：MTDS）- Actions for Palau’s 

Future がアジア開発銀行（Asian Development Bank：ADB）の支援を受けて作成されて

いる。同計画は 2009 年から 2014 年の 5 年間を対象とするものであり、その全体的な

枠組みを表２に示した。同表に示したように、環境保全の課題は、同国において優先

度の高い開発政策に位置づけられており、本プロジェクトの方向性は同国の開発政策

と合致している。 

表２ MTDS2009-2014 の枠組み 

持続可能な国家開発

の全体目標 

パラオ国民のために文化と環境の価値を守りながら、生活水準を持続的

かつ広範囲に改善する。 

戦略的優先度 ➢重要な価値を守る： 

・環境 

・文化的価値 

・政治的安定 

・安全性と社会的秩序 

・開発パートナーとの効果的な関係 

➢変更のための合意を得る： 

・透明性と協議の機会 

➢経済開発の制約要因へ取り組む： 

・公的サービスへの対価の支払いを他人任せにする姿勢 

・効果的な政策実施の阻害要因となる利益の対立 

セクター横断的な戦

略 

・「正当な対価」を支払う（コスト回収、目的が明確な補助金） 

・費用削減及び確実な保全 

・収入の機会の創出 

優先度の高い政策及

び事業 

・農業・漁業；農業・漁業収入の機会の持続性を育てる 

・観光：パラオが環境問題に敏感な観光客に選ばれ、観光業からの収入

が増加する 

・インフラストラクチャー：衛生施設、水、電力への投資、維持管理の

                                                        
22 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/kuni/11_databook/pdfs/07-11.pdf 
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優先順位付け 

・民間部門開発：外国からの投資、労働者政策を改善する 

・自立発展する政府：経費のムダを省き生産性を高める行政改革の着手 

期待される主要な成

果 

・生活水準の改善 

・民間部門開発 

・自立化の拡大 

・文化・環境の保全 

・社会及び政治的安定 

・脆弱な住民の保護 

（出典）調査団作成 

（2）環境保全に関連する具体的な取り組み 

環境保全分野の具体的政策としては、パラオでは伝統的に各州が設定していた海洋

保護区（Marine Protected Area：MPA）を国が管理支援するシステムの構築を目的とし

た「保護区ネットワーク（Protected Areas Network：PAN）」法が 2003 年に制定され23、

全国的な保護区の指定が開始された。さらに、PAN のミクロネシア地域への拡大を目

的として、｢陸域の 20%、近海域の 30%を効果的に保全する｣とした「ミクロネシア・

チャレンジ（Micronesia Challenge：MC）」がパラオ政府により呼びかけられ、ミクロネ

シア連邦、マーシャル諸島共和国、米領グアム、北マリアナ諸島と共に 2006 年に宣言

されている。地元主導でサンゴ礁の保全を推進する体制の確立を目指す本事業は、パ

ラオの開発政策及び具体的に取り組んでいる内容と合致している。 

 

２－２－３ パラオの環境保全に対するわが国及び JICA の援助方針と実績 

わが国の「対パラオ共和国国別援助方針」（平成 24 年 4 月）においては、「環境・気候

変動」が 2 つの重点分野の 1 つとして、「サンゴ礁生態系の保全のため、環境保全への支

援に重点を置く」と位置づけられている。また、同方針の別紙である「事業展開計画」

の協力プログラム「自然環境保全」では、具体的に PICRC のサンゴ礁モニタリング機能

強化、PAN 及び MC 推進を支援し、自然環境保全を推進する」としている。なお、本事

業の C/P 機関である PICRC は、アジア･大洋州におけるサンゴ礁研究の拠点として 2000

年に無償資金協力で建設された。その後、PICRC の研究機能･啓もう･教育機能の強化を

目的に技術協力プロジェクト｢パラオ国際サンゴ礁センター強化プロジェクト｣（2002 年

～2006 年）を実施し、更に上述の継続案件である｢サンゴ礁モニタリング能力向上プロジ

ェクト｣（2009 年～2012 年）を実施してきたところである。本事業は、わが国の現在に

至る協力成果を活かし、パラオ周辺の海洋・陸域生態系に気候変動が及ぼす影響評価と

                                                        
23 同法は 2008 年の改定で、保護区の持続可能な保全活動のためのメカニズムとして、パラオの環境を享受する外国か

らの訪問者に保護区維持管理費の負担を求める環境使用料（Green Fee）を導入することとした。環境使用料は国の予

算には組み込まれず、政府から独立した機関 PAN 基金が設立され、PAN 基金を通じて PAN に登録された保護区の維

持管理を行う州政府などに維持管理計画に基づいて提供される

（http://www.spf.org/spinf/spinf_j/projects/project_7943-2.html）。環境使用料は 2009 年 11 月に導入され、当初は 15 米ド

ルであったが、2012 年 10 月から 30 米ドルに値上げされている。 
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対策を講じることで自然環境保全に資する案件であり、わが国の援助政策の方向性と合

致している。 

 

２－２－４ 他の援助機関の対応 

他ドナーの活動としては、予算規模からいえば、コンパクト（自由連合協定）に基づ

く財政支援をしている米国が第 1 位であり、続いて日本、台湾、豪州の順である。台湾

は、支線道路の維持管理等への財政支援をしており、豪州は環境教育プログラム等の小

規模なグラントを提供している。 

気候変動、サンゴ礁保全分野でパラオを対象としたドナー活動としては、米国海洋大

気庁（National Oceanic and Atmospheric Administration：NOAA）がコンパクト以外の資金

援助として、サンゴ礁保護プログラム（Coral Reef Conservation Program：CRCP）におい

て、ミクロネシア連邦にあるミクロネシア環境保護基金（Micronesia Conservation Trust：

MCT）をとおして、MC 参加国・地域の調査研究機関、非政府組織（Non-Governmental 

Organization：NGO）等を対象に、サンゴ礁生態系に関する（公募による）調査研究活動

を支援している。また、同様に、CRCP の社会科学プログラムとして、住民参加型による

MPA の社会経済的モニタリング活動（SEM-Pasifika）が、優先度の高い支援事業として取

り組まれている。24 

さらに、欧州連合（European Union：EU）がフィジーにある南太平洋大学をとおして気

候変動に関する教育プログラム支援〔世界気候変動連合（Global Climate Change Alliance：

GCCA）Project; 気候変動に関する修士号取得支援、気候変動対策への住民参加支援）を

している。 

 

 

 

 

  

                                                        
24 サンゴ礁保全のための住民参加型（community-based）による社会科学的課題に関するモニタリングに取り組む活動で

あり、SocMon （Global Socioeconomic Monitoring Initiative for Coastal Management）という名称で研修が各国で実施さ

れてきた。大洋州向けの SocMon については、地域名が分かりやすくする目的から SEM-Pasifika と呼ばれている。研

修は、8 ステップ、10 日間から成り、20 名から 25 名が参加するように設計されており、同研修の中で関係する住民

へのインタビュー等が行われる。現在、MC の参加国・地域は、同研修を既に実施している。パラオ国においては、

PICRC が中心となり、同研修を 3 回実施している。 
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第３章 プロジェクトの基本計画 

 

３－１ 事業概要 

（1） 事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本事業は、パラオ全域において、自然科学に加え社会科学の視点からサンゴ礁

島嶼生態系を把握・分析し、その結果を統合することによりパラオの同生態系の

保全に係る政策の立案・実施に寄与するものである。また、同生態系に関する研

究活動を通して人材の養成と住民の理解促進を行うことにより、研究能力及び保

全能力の強化を図り、もってパラオの同生態系管理に必要な能力の強化を図る。 

本事業にて実施する自然科学的・社会科学的分析から得られる総合的な知見や

教訓は、サンゴ礁生態系保全に同様に取り組む MC 加盟の各国における政策にも

寄与することが期待される。更に、PICRC 研究者の育成は PICRC の大洋州地域に

おけるサンゴ礁研究の拠点としての機能を更に強化するものである。 

（2） プロジェクトサイト／対象地域名 

沿岸域を中心としたパラオ全域 

（3） 本事業の受益者（ターゲットグループ） 

PICRC、パラオ・コミュニティカレッジ（Palau Community College：PCC）の研究

者、及びパラオ国民 

（4） 事業スケジュール（協力期間） 

2013 年 4 月 1 日～2018 年 3 月 31 日（5 年間）を予定 

（5） 総事業費（日本側） 

3.4 億円 

（6） 相手国側実施機関 

PICRC、PCC 

（7） 投入（インプット） 

1）日本側 

・長期専門家：業務調整員 1 名 

・短期専門家：3 名～4 名/年 

・供与機材：ディープフリーザー（-80ºC）、光学顕微鏡、遠心機、酸性化実験用装

置一式、自動栄養塩分析装置、など 

・本邦研修：合計 2 名 

・在外事業強化費：事業の活動費、支援機関への再委託費、など 

 

2）パラオ側 

・C/P の配置：プロジェクト・ディレクター、プロジェクト・マネジャー、その他
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の C/P 

・研究諸施設：オフィススペース、実験施設、現場調査用機材、会議室、電気・水

道・通信インフラストラクチャー 

・C/P 予算の確保 

 

３－２ 基本計画 

３－２－１ 基本方針 

以下の点をプロジェクト実施における基本的な方針とする。 

(1) サンゴ礁島嶼生態系を自然科学、社会科学の両面から把握・分析し、統合す

ることにより、パラオの生態系管理に必要な能力の底上げを図る。 

(2) パラオ側 C/P との共同研究、教育、人材育成を通して、サンゴ礁島嶼生態系

の維持管理に資する、効果的で現実的な提案（政策オプション等）を作成し、

パラオ政府関係機関（天然資源環境観光省等）へ提出する。 

 

３－２－２ マスタープラン 

（1）上位目標 

本プロジェクトの成果が、パラオにおけるサンゴ礁島嶼生態系の維持管理に係る政

策の立案・実施に活用される。 

 

（2）プロジェクト目標 

パラオにおけるサンゴ礁島嶼生態系についての研究能力及び持続的な維持管理能力

が強化される。 

 

（3）成果及び活動 

1） 成果 

1：サンゴ礁島嶼域生態系・海洋環境に関する継続的なモニタリングに必要な科

学的データシステムが整理される。 

2：自然科学的・社会科学的な分析及び評価を通じ、気候変動影響下におけるサ

ンゴ礁島嶼生態系の持続的な維持管理に資する知見・課題が抽出される。 

3：サンゴ礁島嶼生態系の保全及び生物多様性と生態系サービスに対する住民の

理解が広がる。 

4：サンゴ礁島嶼生態系の保全に必要な専門的技術・知見が共有され、人材が育

成される。 

5：サンゴ礁島嶼生態系の保全に資する政策提言が行われる。 

 

2） 活動 

1-1 海域及び陸域（沿岸域）の視覚的デジタル情報・生物情報を収集する。 
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1-2 流域管理にかかわる生態学的データの収集・整理を行う。 

1-3 効率的な海洋環境（pH、塩分、濁度など）観測のための基礎情報を収集す

る。 

1-4 重点観測箇所にて、環境データ取得・解析及び生物相に関する情報収集をお

こなう。 

1-5 気候変動に伴う環境ストレスを分析するための実験装置を PICRC に構築・

運用する。 

1-6 基礎生物データベース（生物種リスト）の管理システムを構築する。 

1-7 基礎生物データベース（生物種リスト）及び遺伝子データベースを作成し、

情報を公開する。 

 

2-1 サンゴ礁島嶼生態系のモニタリングから得られたデータの解析及び評価を

行う。 

2-2 陸域と海域のつながりに関する生態学的考察、特に物質循環過程に注目した

情報収集、分析評価を行う。 

2-3 陸域と海域を結ぶ流域環境の現状について、物質循環過程に着目した情報収

集、分析評価をおこなう。 

2-4 生物多様性についての分析及び指標生物の抽出をおこなう。 

2-5 サンゴ礁島嶼生態系サービスの劣化による経済的損失と、生態系保全及び自

然活用による便益に関する経済学的評価を行う。 

2-6 サンゴ礁島嶼生態系に影響を与える観光開発に対する住民の意識について、

調査のうえ評価を実施する。 

 

3-1 サンゴ礁島嶼生態系及び生態系サービスへの住民理解の向上を目的とした

企画展を実施する。 

3-2 パラオ国民を交えた議論・意見交換の場としてワークショップを開催する。 

3-3 2016 年開催の国際サンゴ礁シンポジウムでの特別セッションを開催する。 

 

4-1 共同研究を通じ、PICRC による各州 MPA データの取得・解析、生態系モニ

タリング、社会学的・経済学的インパクト解析などに関する能力の強化を

おこなう。 

4-2 PICRC 主導による、各州の MPA モニタリングに係る能力向上を目的とした

ワークショップ開催や論文執筆などを支援する。 

4-3 パラオ・日本の学生を交えたサマースクールを PCC・PICRC を中心に実施

する。 

 

5-1 パラオにおけるサンゴ礁島嶼生態系の維持管理に関する政策（Protected Areas 
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Network：PAN など）に対し、科学的データ・知見の提供及び提言を行う。 

5-2 活動 1 から 4 による成果を統合し、パラオにおけるサンゴ礁島嶼生態系の

保全に資する政策オプションを提案する。 
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第４章 プロジェクト実施の妥当性 

 

４－１ 妥当性 

本事業は、以下の理由から妥当性が高いと判断される。 

 

４－１－１ 必要性 

(1) （ターゲットグループのニーズ）パラオ政府は、MPA の効果的な運用と申請、指

定に係るシステムの構築を目的とした PAN 法を 2003 年に定めている。また、ミク

ロネシア地域でのサンゴ礁島嶼生態系の保全に関しては、地域共通の包括的な自

然環境保全政策として、パラオ政府の呼びかけで MC が他 2 カ国・2 地域（ミクロ

ネシア連邦、マーシャル諸島共和国、米領グアム、北マリアナ諸島）と共に 2006

年に宣言されている。これは、「陸域の 20%、海域を含む沿岸域の 30%を効果的に

保全する｣とした共通目標を設定したもので、パラオ自然資源・環境・観光省は、

MC 目標を踏まえ、保護区の持続可能な保全活動のためのメカニズムとしていわゆ

る環境税（Green Fee）を導入し、環境税の運用のために PAN 基金を設立した（2008

年 PAN 法の改定）。しかしながら、モニタリング手順の整備など、MPA を PAN に

登録する体制が整っていないことから、JICA は MPA のモニタリング能力向上を目

的とした技術協力プロジェクト｢サンゴ礁モニタリング能力向上プロジェクト｣

（2009 年～2012 年）を先行案件として実施してきたところである。JICA の先行案

件の成果を生かしつつ、地元主導でサンゴ礁の保全を推進する体制の確立を目指

す本プロジェクトは、パラオが主体的に取り組んでいる内容と合致している。 

(2) （対象社会のニーズ）パラオの MTDS（2009 年～2014 年）によれば、同国最大の

面積を持つバベルダオブ島では、同島周回道路（コンパクト・ロード）を活用し

た観光ツアー、リゾート建設、ゴルフ場開発等の観光開発を進めるとしている。

こうした開発政策に対し、開発に伴う土砂の流出と海域での堆積がサンゴ礁生態

系に及ぼす影響が懸念され、持続可能な開発への関心が高まっていることから、

本事業が取り組む自然科学及び社会科学的アプローチも含めた政策面へのインプ

ットが大いに期待されている。 

(3) （人材開発のニーズ）パラオは、米国とのコンパクト（自由連合協定）に基づく

財政支援が 2024 年に終了することから、その後の自立発展性のある社会を構築す

るために各分野での人材育成が喫緊の課題になっており、本プロジェクトにおけ

る人材育成活動は、対象社会のニーズと合致している。 

 

４－１－２ 優先度 

(1) （わが国の援助政策との整合性）わが国の「対パラオ共和国国別援助方針」（平
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成 24 年 4 月）においては、「環境・気候変動」が 2 つの重点分野の 1 つとして位

置づけられ、「サンゴ礁島嶼生態系の保全のため、環境保全への支援に重点を置

く」と記述されている。また、同方針の別紙である「事業展開計画」の協力プロ

グラム「自然環境保全」では、具体的に PICRC のサンゴ礁モニタリング機能強化、

PAN 及び MC 推進を支援し、自然環境保全を推進する」としており、わが国の援

助政策の方向性と合致している。 

(2) （パラオの開発政策との整合性）パラオにおける国家開発計画としては、長期計

画として NMDP（または”Palau 2020”）、中期計画として MTDS 2009-2014 - Actions 

for Palau’s Future（ADB の支援を受けて作成）がある。それらの計画によれば、同

国の経済は大きく観光事業に依存していることから、パラオのイメージアップと

環境問題に関心の高い観光客の確保という観光セクターの目標と、将来の世代の

ための環境保全と資源管理を行うという環境政策との調和をとった持続可能な開

発が優先的な課題となっており、本事業は同国の開発政策と整合している。 

 

４－１－３ 手段としての適切性 

(1) （アプローチ）本事業は、サンゴ礁島嶼生態系を自然科学的な側面からだけでな

く、社会科学の視点から把握・分析し、両者の統合による政策オプションを提言

するものであり、パラオ側もその新しいアプローチからの政策面へのインプット

を大いに期待している。 

(2) （人材育成）パラオでは、米国、豪州、UN 機関等のドナーの支援は資金援助が中

心であるが、日本の協力は技術移転を含めた関係機関の能力強化・人材育成に関

する支援であると評価されている。本プロジェクトにおいても、PICRC は本事業

を通した同職員の能力向上を大いに期待している。 

(3) （日本の優位性）本プロジェクトの C/P 機関である PICRC は、アジア･大洋州にお

けるサンゴ礁研究の拠点として 2000 年に無償資金協力で建設された。その後、

PICRC の研究機能･啓もう･教育機能の強化を目的に技術協力プロジェクト｢パラ

オ国際サンゴ礁センター強化プロジェクト｣（2002 年～2006 年）を実施し、更に

サンゴ礁保全に結びつく MPAのモニタリング能力向上を目的とした技術協力プロ

ジェクト｢サンゴ礁モニタリング能力向上プロジェクト｣（2009 年～2012 年）を実

施しており、パラオでの日本の環境保全協力は高い評価を得ている。 

また、日本側の実施機関である琉球大学は、サンゴ礁島嶼生態系を対象とした

長年の研究活動の実績があり、「21 世紀 COE プログラム」（2004 年～2008 年：研

究課題「サンゴ礁島嶼系の生物多様性の総合解析」）「人の移動と 21 世紀のグロー

バル社会」（2008 年～2013 年）をとおして当該分野で活発に研究している。 
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４－２ 有効性 

本事業は、以下の理由から高い有効性が見込まれる。 

４－２－１ プロジェクト目標の内容 

プロジェクト目標及び設定された指標が示す内容は、パラオがサンゴ礁島嶼生態系の

保全のために主体的に取り組んでいる PAN 及び MC の推進を支援するとともに、パラオ

の喫緊の課題である人材育成に寄与するものであり、本事業の実施がパラオの環境保全

政策上有効であることを示している。また、SATREPS に求められる社会実装を評価する

指標として、サンゴ礁島嶼生態系の保全に関する総合的な政策オプションの提案が設定

されており、適切な指標設定となっている。 

 

４－２－２ 因果関係 

本事業では、まず、活動の共通基盤となるサンゴ礁島嶼生態系のモニタリングに必要

な科学的データシステムの構築に取り組み（成果 1）、同システムを活用して各種の自然

科学的、社会科学的な調査・分析を実施して研究上の知見、課題を抽出し（成果 2）、そ

の成果をパラオの関係者が共有する場を提供（成果 3）するとともに、人材育成の一環と

してパラオ側人材による学術論文として発表させ（成果 4）、最後に、それらの成果を社

会実装化するためにサンゴ礁島嶼生態系の保全に関する総合的な政策オプションを作成

する（成果 5）関係が企図されており、プロジェクト目標の達成に必要不可欠なものが適

切に設定されている。また、プロジェクト目標達成のための外部条件として、「C/P 機関

職員が継続して業務を続ける」ことが設定されている。これは、先行プロジェクトにお

いて、PICRC の補助金の削減から何人かの同職員が離職したため、プロジェクト実施に

少なからぬ影響があったことから、本事業実施期間中においても同条件をモニタリング

する必要がある。 

 

４－３ 効率性 

以下の理由から、本事業実施の効率性は「中程度」と判断される。 

 

４－３－１ アウトプットの内容 

本事業の 5 つの成果の内容は、大きく、データ収集、データの分析、得られた知見の

公開という流れで設定されており、内容が明確である。また、各成果の指標には、プロ

ジェクト開始からの達成目標時期、当面の数値目標が設定されており、指標の入手手段

も適切である。 

 

４－３－２ 因果関係 

本事業の C/P 機関の 1 つである PICRC は、先行プロジェクトの C/P であり、本事業の

内容とともに JICA の技術協力プロジェクトの実施方法をよく理解しており、プロジェク
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トのスムーズな実施が期待される。 

一方、本事業における社会科学的アプローチによる調査・分析活動では、C/P 機関の

PICRC に指導的立場の研究者が少ないことからパラオ唯一の高等教育機関である PCC 等

の関係者が参画する方向が確認された。ただし、この協力体制の継続性については、引

き続き留意すべきである。 

本事業では、活動から成果に至るまでの外部条件の 1 つとして、「遅滞なくプロジェク

ト関係予算が配分される」が挙げられている。これに関しては、先行プロジェクトにお

いて、PICRC への補助金が削減されたため職員の給与も削減され、モチベーションの低

下につながったことが終了時評価調査で指摘されていることから、本事業の外部条件と

して設定されることは適切である。 

 

４－３－３ タイミング 

本事業で導入予定の機材の調達・搬入については、活動計画（Plan of Operations：PO）

で十分な配慮がなされているが、機材搬入の遅れは事業全体の実施計画に影響を及ぼす

ことから、効率性の維持に留意する必要がある。 

 

４－３－４ コスト 

本事業では、多数の新規機材を供与する計画であることから、機材選定については維

持管理コストに配慮した機材選定及び管理体制を整備し、機材の有効活用を図ることが

必要である。 

 

４－４ インパクト 

本事業は、以下の理由から正の影響が期待できる。 

４－４－１ 上位目標の内容 

 本事業は、学術的研究、C/P の能力強化、人材育成を通して得られる成果が、パラオに

おけるサンゴ礁島嶼生態系の保全に係る政策として社会実装されることを上位目標に設

定したものであり、内容が明確である。また、SATREPS の方針に合致するものである。 

 

４－４－２ 因果関係 

 本事業では、パラオにおけるサンゴ礁島嶼生態系の維持管理に係る政策オプションに

ついて、まず成果レベルで作成し、パラオ側との協議を通してパラオ政府に提案するこ

とをプロジェクト目標に設定している。さらに、本事業終了後にパラオ側のオーナーシ

ップにより気候変動適応策として採択されることを上位目標にしており、論理的に整理

されている。 
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４－４－３ 波及効果 

 パラオは、ミクロネシア地域の他の 4 カ国とともに環境保全を目的とした MC を共同

宣言しており、本事業の進捗状況、成果は随時他 4 カ国と共有されると思われる。これ

により、本事業の成果を他 4 カ国が自国の環境保護政策に活用されるなどの波及効果が

大いに期待される。 

 

４－５ 持続性 

本事業の持続性は、以下のとおり「中程度」と判断される。 

 

４－５－１ 政策・制度面 

パラオはミクロネシアの他 4 カ国と共に MC を共同宣言し、MC の支援策として PAN 

Fund を設立するなど積極的に環境保全に取り組んでおり、サンゴ礁保全に関する政策が

大きく変更あるいは放棄されるなどの状況は考えにくい。また、本事業で提案する、生

物学的視点だけでなく、観光学、経済学の視点を含めたサンゴ礁保全の政策オプション

は新規性の高い内容であり、政府機関のみならず NGO 等の関係機関も高い関心を持つこ

とが期待されることから、政策・制度面での効果の持続性が高いと判断される。 

 

４－５－２ 組織・財政面 

C/P の PICRC は、2001 年に設立された組織であり、日本の技術協力が継続的に行われ

てきた。本事業は、同 PICRC の人材育成、能力強化を成果の 1 つとするものであること

から、組織面での効果の持続性は高いことが期待される。一方、パラオ政府は、2011 年

に PICRC への補助金を削減したため、一部職員が離職する事態が発生したことがある。

パラオの財政は米国の財政支援に大きく依存していることを勘案すると、財政面での持

続性は必ずしも担保されているとはいえない。 

 

４－５－３ 技術面 

(1) 本事業の成果のうち、総合情報データベースについては、C/P の PICRC の人材育

成を通してその維持管理体制が構築されることが期待される。 

(2) 一方、サンゴ礁島嶼生態系に係る観光学、経済学的アプローチについては、パラ

オにとって新規の分野であることから、人材育成を通して調査・分析手法の定着

を図っていく必要がある。 

 

４－６ 結論 

上記の 5 項目評価内容をまとめると表３の通りである。 
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表３ 5 項目評価の結果（概要） 

 評価項目 結果 備考 

1 妥当性 高い ・ パラオ側の人材育成ニーズ、環境保全政策の方針と合

致しており、また、わが国の援助方針とも整合してい

る。アプローチは新規性が高く、適切である。 

2 有効性 高い ・ プロジェクト目標の達成に必要なものが成果として設

定されており、因果関係が明確である。プロジェクト

目標、成果の指標も適切である。 

3 効率性 中程度 ・ 5 つの成果の因果関係は明確である。 

・ 社会科学系分野がパラオにとって新規であるため、日

本側・パラオ側間での調査・分析手法の共通理解の促

進を図っていく必要がある。 

4 インパクト 正の影響 ・ サンゴ礁島嶼生態系の保全に係る政策への社会実装を

上位目標に設定しており、内容が明確である。 

・ ミクロネシア地域他国への波及効果が期待される。 

5 持続性 中程度 ・ PICRC への継続的な支援であり、組織面での効果の

持続性は高いが、人材育成を通して社会科学分野の調

査・分析手法の定着を図っていく必要がある。 

 
以上より、本事業は、パラオの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致し

ており、また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 
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第５章 調査団所感 

 

５－１ 団長所感  

５－１－１ ODA の視点からみた意義 

パラオは産業構造の 7 割強を観光関連に依存しており、そのほぼすべてがサンゴ礁由

来である。小島嶼国共通の国家開発ジレンマ（極小性・隔絶性・脆弱性）によって産業

構造の多様化が容易でないことを併せて考えれば、サンゴ礁生態系の健全性維持と持続

的利用は、パラオの国家開発上の最重要課題の 1 つであることは間違いない。 

また、先方研究代表機関である PICRC は、日米コモンアジェンダに基づく新規施設の

建設（無償）を端緒に、組織強化（技術協力Ⅰ）、モニタリング体制整備（技術協力Ⅱ）

を通じてソフト・ハード両面の ODA 支援が継続されてきた。これらの支援は、地域（大

洋州）的にも、分野課題（サンゴ礁保全）の観点からもわが国 ODA の代表的な協力案件

として認知されている。 

今次 SATREPS プロジェクトは、既往の ODA 支援による組織・人材育成の成果を基盤

としつつ、PICRC の新たな協力段階（気候変動関連を含む最先端分野の共同研究）に導

く内容であり、わが国の対パラオ ODA の観点からも大きな意義がある。 

 

５－１－２ 社会実装としての政策提案 

一部の SATREPS 案件では、社会実装の具体的方策とその道筋が必ずしも明確になって

いないことが各評価段階で指摘されている。これらを踏まえ、今次調査では、「（研究）

成果を統合し、パラオにおけるサンゴ礁島嶼生態系の保全に資する政策オプションを提

案する（活動 5-2）」ことを社会実装に向けた重要活動として位置づけ、PDM／PO 案作

成過程で日パ間の共通認識を醸成した。 

同活動の進め方については、今後更に、社会科学系の個別研究課題の設定とともに具

体的な道筋を詳細化していく必要がある。その過程において、サンゴ礁保全に関わるパ

ラオ側各政策官庁や有力 NGO の巻き込みを図り、プロジェクトの出口段階で研究成果の

受容性・活用性を高めることが重要である。この観点から、本件の合同調整委員会には、

幅広い政府・非政府機関（M/M 参照）の参画を求めることとしている。 

 

５－１－３ パラオ側人材の配置と育成 

総人口が 2 万人に満たないパラオでは、サンゴ礁保全に関し専門知識を有する人材が

非常に限られているため、自己都合等により C/P 人材が離職した場合、代替となる人材

の確保に多大な時間を要しプロジェクトの進捗に影響を及ぼす可能性がある。このため、

可能な限り各研究課題に複層的な人材配置を行うよう努めるとともに、バックアップ体

制に留意した人材育成を図る必要がある。 
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５－２ 国際共同研究の視点（本現地調査における JST からのコメント） 

５－２－１ 調査概要 

(1) プロジェクトの計画妥当性及び準備状況の調査 

本プロジェクトは、地球規模での気候変動によるパラオサンゴ礁及びその島嶼部にお

ける生態系への影響の評価及び対策の立案を目的とするもので、平成 25 年からの

SATREPS 新規課題候補として採択された。 

本現地調査では、プロジェクトを平成 25 年 4 月より実施できるか否か、その計画の妥

当性及び準備状況を確認することを目的とした。特に、①現地における C/P の施設、体

制及び実験フィールドの確認、②課題選考過程で採択条件として付加されたサンゴ礁及

び島嶼部環境の社会・経済的側面の評価に関する研究課題の研究実施体制の準備状況確

認を対象として実施した。 

1) C/P の施設、体制及び実験フィールドの確認 

C/PであるPICRCは日本の援助により 2001年 1月から運用が開始された施設であり、

研究実施のための施設（居室、会議施設等を含む）及び市民への啓もうのための水族

館等施設から構成される。研究施設は、実験室、船舶及び設備等も整備されており、

研究環境として満足できるものであった。ただし、実験設備、船舶等は老朽化したも

のも多く、本プロジェクトの実施に際しては相当量の改善が必要と考えられる。 

また、PICRC における研究者等の体制は、人数的に十分とは言えないまでも、イム

ナム博士を核として本プロジェクトを実施するに足る研究体制であることを確認した。

しかしながら、その研究レベルは一部を除いては必ずしも国際的レベルに達している

とはいえず、今後、本プロジェクトを通じて研究者の教育・育成への期待が大きいと

考えられる。 

さらに、実験フィールドについては、サンゴ礁や沿岸域のマングローブ林などその

生態学的構造と機能を評価する上で、世界的に見ても優れたフィールドであり、世界

的なレベルでの研究成果を生むに足るものと評価できる。社会・経済的な研究課題実

施のためのフィールドとしての評価は、研究課題の設定も含め、今後の課題として残

された。 

 

2) 社会・経済的側面の評価に関する研究課題の準備状況確認 

前述のように、本プロジェクトは、その選考課程において、サンゴ礁やマングロー

ブにおける自然科学的な側面についての評価に加え、流域圏や人間・社会圏を含めた

総合的な評価を行うよう研究体制を強化することが採択条件として付加された。これ

までの準備過程で、研究実施主体である琉球大学においては研究分担者の追加も含め

体制の強化が図られたが、その C/P として挙げられた PCC においては、教員の雇用条

件等から、その体制の準備ができていなかった。 
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本調査では、PCC のテレイ学長、チルトン学部長と直接面会することにより、PCC

教員の研究体制参加について調整が行われた。その結果、PCC の了解のもとで、教員

が研究に参加することが確認され、また PCC 学生の本プロジェクトへの参加も含め、

研究グループの構成が行われることとなった。 

その結果、宮国講師の専門である観光業における研究分野での協力者は、PCC から

選出できる目処がついた。藤田教授の専門とする社会経済分野では、PICRC から 1 名

候補者を選出できる目処がついている。一方、PCC からの社会経済分野の協力者は見

つけることは難しく、学内での聞き取りを行うこと等で、適任者の探索を行うことと

なった。 

社会・経済分野では、更に当該研究分野の C/P の確定に向けた詰めを実施する予定

である。 

 

５－２－２ 研究の推進体制 

本調査では、琉球大学から中村研究代表、土屋教授をはじめ前述の藤田教授、宮国講

師等主立ったメンバーが参加し、C/P である PICRC、PCC の主要メンバーと研究推進に

ついて突っ込んだ議論が行われた。議論を通じて、中村代表及びイムナム博士、テレイ

学長の積極的かつ主導的な姿勢が十分に伺え、強固な研究体制が確立しつつあることを

実感した。平成 25 年度からの研究実施により、早い時期から具体的な成果を挙げられる

ことを期待したい。 

 

(1) 今後に向けての検討事項及び要望事項 

1) 研究実施体制の早急な確立を要望する。今回の調査で、社会・経済的な側面の

研究実施体制に目処がついたものの、具体的な研究項目、及びその研究実施分

担については必ずしも明確になっていない。すべての研究項目について、早急

に研究分担を明確にし、研究活動が開始されることを期待したい。 

2) 本プロジェクトの特徴の 1 つは、サンゴ礁及び島嶼生態系における自然科学的

側面と社会・経済学的側面を統合的に捉えることにある。しかしながら、これ

までの他分野における多くの試みから、その統合は必ずしも容易ではないこと

が明らかとなっている。両側面の統合を含め、複数の研究項目からの成果がど

のように相互に引き渡され統合されるのか、定期的なミーティングを行うなど

により、意識の共有を図るとともに、その道筋を確認しながら進めて欲しい。 

3) 本プロジェクトのもう 1 つの特徴は、サンゴ礁及び島嶼生態系における気候変

動、特に温暖化の影響を評価し、その対策を立案するための科学的な基盤デー

タを創生することにある。サンゴ礁の研究はこれまでも多数行われており、

SATREP においても複数の課題が実施されてきた。 
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本研究は、その中でも海水温上昇、海水酸性化、海面上昇といった温室効果による影響

を、これまで研究が行われてきた自然環境変動による影響や、沿岸流域圏からの環境負荷

流入による影響、また漁業や観光産業などの社会・経済的影響評価と総合的に評価するこ

とにより、気候変動による影響をできるだけ軽減するための方策を検討することに特徴が

ある。上記②と同様に、本研究では、種々の影響の相互作用を明らかにするとともに、そ

の成果を対策に結びつける（社会実装する）までの道筋を常に確認しながら進めて欲しい。 

 

５－２－３ MOU 及び知的財産権等について 

両国代表研究機関間において、既に MOU 及び MTA 原案は内諾されている。今後、琉

球大学と PCC との MOU の条文交渉が行われる予定である。 

 

５－２－４ その他 

パラオ側研究代表のイムナム博士のリーダーシップは特筆に値するものがある。イム

ナム博士を核として、社会・経済分野を含めたパラオ側における研究体制の早急な充実

が望まれる。 

 

５－３ 研究代表者所感 

本詳細計画策定調査は、パラオでは半世紀に 1 回ともいわれる大型台風 24 号（BOPHA）

の接近被害を経験した直後に実施され、パラオにおける研究代表機関及び地元産業（特に

観光業）や政府における危機管理対応状況を目の当たりにすることになった。国家非常事

態令が発令されている期間を含む実施であったが、地元各機関の協力を得ながら、協議と

調整を行い、M/M 署名が達成されたことは大きな収穫となったと感じる。組織・施設面で

の協力体制確認だけでなく、今後の人材育成への貢献がいかにパラオにとって重要かを知

る重要な機会となったと感じた。 

調査において、パラオのサンゴ礁とマングローブ域を視察し、かつ PICRC などの研究者

と懇談して感じたことは、島全体を多様な観点から気候変動の影響を考慮しながら管理す

ることの重要性である。自然科学と社会科学の研究者が共同で関わり、パラオの皆さんと

緊密な協働作業をすることにより、今までにないプロジェクトが進められると感じた。 

今後、プロジェクトをスムーズに推進し、効果を上げるためにはその全体像をキックオ

フミーティングや企画展をとおして掲げ、各々の研究者の役割を認識すると同時に、相互

の関連性を明確にしなければならない。以下にいくつかの課題を挙げる。 

 

① パラオの自然環境の実態を整理する。 

② 生物多様性（これはすべての分類群を扱うことは困難である。特定の分類群を扱

うことの説明が必要）。 

③ 陸域、河川・河口域、沿岸域の関連性の解明。 
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④ 気候変動が自然環境に及ぼす影響を解明する。 

⑤ 環境変化のモニタリング体制を構築する。 

⑥ 一方で、パラオの観光産業、経済活動の実態を把握。 

⑦ パラオにおける自然環境の重要性を生態系サービスの観点から認識する。 

⑧ 自然環境の変化が生態系サービスに与える影響について議論する。 

⑨ その場合、観光産業や漁業への影響について議論する。 

⑩ 今後の対策の検討。特にモニタリングの途中で問題が起きた場合の対策の検討。 

たとえば、気候変動 

による海面上昇の結果、マングローブ域がより陸域方面に移動する場合、陸域の諸活動

に影響が出る。移動が困難な場合はマングローブの生態系サービスが低下し、サンゴ礁に

も影響が及ぶ。海洋酸性化に伴いサンゴをはじめ多くの生物に影響が出ると、漁業、観光

業に影響が出て経済活動にも変化が生ずる。このような予測のもとで島全体の管理計画を

策定し、世界に発信することが可能な重要なプロジェクトになり得ると感じた。
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